
特定非営利活動法人

ジヤバンマック 定款

第 1章 総 則

(名

第 1条

称)

本法人は、特定非営利活動法人 ジャパンマック という。

(事務所)

第 2条  本法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。

(目 的)
第3条 本法人は、アルコール・薬物依存症 (以下「依存症」という)者等に身体的。精神的・

社会的な支援サービスを提供することによって依存症からの回復と自立を支援し、依存症者

に関する研究 。研修・啓発も行いながら、我が国の依存症者の保健、医療及び福祉の増進と

社会理解の推進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条  本法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法 (以下「法」と言う)

第 2条別表に基づく事業として次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動。

(特定非営利活動に関わる事業の種類)

第 5条 本法人は3条の目的を達成するために特定非営利活動に係わる以下の事業を行う。

(1)依存症者等のリハビリテーション施設の設置運営

(2)依存症者等の相談、生活支援事業

(3)依存症者等に関する調査研究、研修事業

(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (以下「障害者総合

支援法」という。)に基づく障害福祉サービス事業

(5)障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業・指定一般相談支援事業

(6)障害者総合支援法に基づく地域活動支援センター事業

(7)介護保険法に基づく訪問看護事業

(8)介護保険法に基づく介護予防訪問看護事業

′



(9)社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設置運営

(10)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく相談及び

家賃債務の保証等の業務

(11)児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
(12)その他、第 3条の目的を達成するために必要な事業

第 2章 会 員

(種 別)
第6条 本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同し、活動に参加する意志を持つて入会した個人及び団体。

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して協力を行う個人及び団体。

(入 会)
第7条 本法人の会員になろうとするものは、代表理事が別に定める入会申し込み書に必要

事項を記入し、代表理事に提出するものとする。

2 代表は、前項の入会申込みがあったときは、正当な理由が無い限り入会を認め、通知する

ものとする。

(会 費)
第8条 会員は、総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第 9条 正会員が各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)団体が解散または破産したとき。又は本人が死亡し、または失踪宣告を受けたとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会)
第 10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することがで

きる。

(除 名)
第 11条 会員が次の各号に該当する行為があった場合、総会の議決を経て除名することができ

る。



(1)法または、本法人の定款に違反したとき。

(2)本法人の名誉を段損し、または目的に反する行為を為したとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、あらかじめ当該会員に通知するととも
に、議決を行う総会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第 3章 役員

(役 員)
第 12条 本法人は、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上

(2)監事 1名以上

2 理事のうち2名以内を代表理事、2名以内を副代表理事とする。

(役員の選出)

第 13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事、副代表理事は理事の互選により選出される。
3 監事は、理事または本法人の職員を兼ねてはならない。

(役員の職務)

第 14条 役員は本法人の事業を運営するために、以下のような職務を行う。
2 代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。
3 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故ある時、または代表理事が欠けたときは、

代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法

人の業務を執行する。

5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)役員の職務執行の状況を監査すること。

(2)本法人の業務及び、会計を監査する。

(3)前 2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令も

しくは定款に違反する事実を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)役員の業務執行の状況、又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしく

は理事会の招集を請求することができる。

(役員の任期)



第 15条 役員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の

社員総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠又は増員によつて就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は他の現任者の残存期
間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ
ればならない。

(役員の補充)

第 16条 役員の定数の3分の 1以上の欠員が出た場合は、遅滞なくこれを補充しなければなら

ない。

僻 0
第 17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、解任することができる。

(1)職務の遂行に耐えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該の役員に弁明の機会を

与えなければならない。

(報酬等)

第 18条 役員の報酬に関しては、総会で定めるものとする。
2 1役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第4章 会 議

(総会の種別)

第 19条 本法人の会議は総会及び理事会とする。
2 総会は通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第 20条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第 21条 総会は次の事項を議決する。



(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画および予算並びにその変更

(5)事業報告および決算

(6)役員の選任または解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)除名

(9)資産の管理の方法

(10)清算人の選任

(11)残余財産の帰属

(12)その他運営に関する重要事項

(開 催)
第 22条 通常総会は、毎年 1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の3分の 1以上から会議の目的である事項を示して招集の請求があった場合。

(3)第 14条 5項 4号の規定により、監事から招集があった場合。

(総会の招集)

第 23条 総会は前条2項 3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書

面を、開催日の7日前までに発して行わなければならない。

3 前条2項の規定による請求があったときは、代表理事は速やかに臨時総会を招集しなけれ

ばならない。

(総会の議長)

第 24条 総会の議長は、出席した理事のうちから代表理事が指名する。ただし、第 22条 2項

3号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した正会員のうちから

議長を選出する。

(総会の定足数)

第 25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)



第 26条 総会の議事はこの定款に別の定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をも
って可決し、可否同数のときは議長が決するものとする。

2 総会における議決事項は、第 23条 2項または3項の規定によってあらかじめ通知した事項
とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の 3分の 2以上の同意があっ

た場合は、この限りではない。

3 議決すべき事項につき、特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について議決権を行

使することができない。

4 団体会員は代表者 1名が議決権を有するものとする。

(表決権等)

第 27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもっ

て表決権を行使することができる。

3 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議毎に議長に提出しなければならない。
4 1項の規定により表決権を行使する正会員は、前 2条の規定の適用について出席したもの

とみなす。

(総会の議事録)

第 28条 議長は、総会の議事について次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した

正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名が署名押印し、これを保存

しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面表決者または表決委任者がある場合にあつては、その数

を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

第 5章 理事会

(理事会の構成)

第 29条 理事会は、理事をもつて構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(理事会の権能)



第 30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他、総会の決議を要しない業務の朝行に関する事項

(理事会の開催)

第 31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めた場合。

(2)理事総数の 3分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求が

あったとき。

(3)第 14条 5項 5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第 32条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条 1項 2号及び 3号の規定による請求があったときは、その日から15日 以

内に理事会を招集しなければならなし、

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面およびE

メール、ファックス等をもって、少なくとも5日前までに招集通知を発信しなければならな

い。ただし、緊急に招集の必要があるときは、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮

することができる。

(理事会の議長)

第 33条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事の指名した者がこれにあたる。

(理事会の議決)

第縫条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 理事会においては、第 32条 3項の規定によりあらかじめ通知された事項のみ議決すること

ができる。ただし、議決が緊急を要するもので、出席理事の3分の 2以上の同意があった場

合は、この限りではない。

3 議決すべき事項につき、特別な利害関係を有する理事は、当該事項について、表決権を行

使することができない。

(理事会の書面表決権等)

第 35条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人



をもって表決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議毎に議長に提出しなければならない。
3 1項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第 36条 議長は、理事会の議事の経過及びその結果について議事録を作成し、議長及び出席し
た理事のうちから2名を選任し、議事録署名人として議事録に署名し、これを保存しなけれ

ばならない。

第6章 資産および会計

(資産の構成)

第 37条 本法人の会計は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の管理)

第

“

条 本法人の資産は代表理事が管理し、その管理方法は、社員総会の議決による。

(経費の支弁)

第 39条 本法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の原則)

第 40条 本法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業年度)

第 41条 本法人の事業年度は、毎年4月 1日から始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算)

第 42条 本法人の事業計画及びこれに伴う予算は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理

事会に報告し、総会の議決を経なければならない。



(暫定予算)

第 43条 前条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事
は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じること

ができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算)

第 44条 本法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
代表理事が事業年度終了後に遅滞なく作成し、監事の監査を受け、理事会に報告の上、総会

の議決を経なければならない。

2 本法人の決算に余乗1座が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第 7章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第45条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した工会員の4分の3以上の多数に
よる議決を経て、かつ法第 25条 3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければ

ならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除
く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散)

第

“

条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に関る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項の 1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上
の議決を得なければならない。

3 1項 2号の規定に基づき、解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。

(浦算人の設定)

第 47条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を



除く。

(残余財産の帰属先)

第 48条 この法人本法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに
残存する財産は、法第 11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡す

るものとする。

(合 併)
第 49条 本法人は、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなけれ
ば合併することができない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第 50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法 28条の2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームペ

ージにて行う。

第 9章 事務局

(事務局とその職員)

第 51条 本法人は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は所要の職員をおき、代表理事の指揮下に置かれる。

(細 則)
第 52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定め
る。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は別表のとおりとする。
3 本法人の設立当初の役員の任期は、第 15条 1項の規定に関わらず、この法人の設立の日か
ら平成 14年の通常総会までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第 41条の規定に関わらず、法人成立の日から平成 14
年 3月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第 42条の規定に関わらず、設



立総会の定めるところによる。

6 設立当初の会費は本定款第8条の定めにかかわらず、正会員は年間―口 10,0∞ 円とし、賛
助会員は年間―口2,0∞ 円とする。

7 本法人の成立により、「みのわマック」運営委員会が運営する一切の財産および所属
する職員は、この法人が承継する。また、所属する職員の給与は承継し、その勤続年数

は通算する。

別表

設立当初の役員

役職名

代表理事

副代表理事

氏

山本

武澤

土屋

高澤

渡部

竹政

小林

岡田

名

晋一

次郎

明義

和彦

学

新次

太郎

昌之

事

事

事

事

事

事

理

理

理

理

理

監

附則 この定款は、平成 27年 10月 1日 から施行する。

この定款は、平成 28年 6月 24日 から施行する。

この定款は、平成 29年 6月 23日 から施行する。

この定款は、平成31年 3月 29日 から施行する。

この定款は、令和 3年 10月 4日から施行する。

この定款は、令和 5年 9月 11日 から施行する。

この定款は、令和 7年 1月 28日 から施行する。

この定款は、令和 7年 6月 27日 から施行する。



この定款は、令和 8年  月  日から施行する。



資料1-1

書式第8号 (法第 10条 。第25条関係)

令和 8年度事業計画書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ジャパンマック

1 事業の成果

アルコール・薬物、ギャンプルなどの依存症 (以下「依存症」という。)に罹患した方等のリハビリテーションの
ための施設の運営、相談、生活支援事業、障害者福祉サービス事業、調査研究、研修、情報提供事業などを実施し、
依存症者の社会復帰・社会参加を促すとともに、仲間とともに自分らしく生活をしていくための支援を行う活動を展
開する。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【1,067,932】 千円)
定駄に記載さ

れた事業名
事 業 内 容 実 施

日 時
実 施
場 所

従事者
の人数

受益対象

者の範囲
受益対象

者の人数

事業費の

金額

(千円)

依存症者の回復と自立を図る福

祉ホーム事業の実施。住居の提

供、日常生活指導、住居者ミラィ
ンク・の実施等 :東京都精神障害者

福祉ホームA型事業

原則 1年程
度入居

ナイ トケアホ

ー ム ロイ ス

(都内。住所

非公開)

3人
依存症者 利用者 77

人

14,592

依存症者の回復と自立を図る宿

所提供事業の実施。住居の提

供、日常生活指導、住居者ミラィ
ンタ・の実施等 :東京都保健福祉財

団障害者自立生活プログラム

原則 1年程
度入居
RDPな どの
プログラム

随時

ミニーレジデ
ンス (板橋区

大山東町、北

区東十条)

3人
依存症者 利用者 23

人年間述べ

人数

12,765

依存症者の回復と自立を図る宿
所提供事業の実施。住居の提
供、日常生活指導、住居者ミラィ
ンタ・の実施等。東京保護観察所に
自立準備ホームとして登償L

原則 1年程
度入居

ステップ・ハ

ウス (板橋区

中台)

2人

(兼務) 依存症者
利用者 10
人年間延ペ

人数

2,250

依存症者の回復と自立を図る宿
所提供事業の実施。住居の提
供、日常生活指導、住居者ミラィ
ンク・の実施等横浜保護観察所に自
立準備ホームとして登録。

原則 1年程
度入居

ホープ (川 崎

市区川崎区)
3人

(兼務) 依存症者

利用者 41
人

年間延べ人

数

2,120

依存症者の回復と自立を図る宿
所提供事業の実施。住居の提
供、日常生活指導、住居者ミラィ
ンク・の実施等

原則 1年程
度入居

北九州セカン

ドハ ウス (北

九州市小倉北

区)

3人

(兼務) 依存症者

利用者1人

年間延べ人

数

2,976

依存症者の回復と自立を図る宿
所提供事業の実施。住居の提
供、日常生活指導、住居者ミサィ
ンク・の実施等

原則 1年程
度入居

ジャパンマッ

ク福岡・セカ

ン ドハ ウス

(福 岡市博多

区)

5人

(兼務)

依存症者

利用者 41
4人

年間延べ人
数

31,200

症
リ
テ
ン
設

存

の
リ

ヨ
の
営

依
等
ビ
シ
設
運



等 の |
談 、 生
支援事業

障害者総

合支援法

に基づく

障害者福

祉サービ

ス事業

依存症者の回復と自立を図る
所提供事業の実施。住居の
供、日常生活指導、住居者ミサ
ンク・の実施等

」原則1年程
》鳩
イ l

|

|

花丘ハ ウス。

松本邸 (長崎

市)

2人

(兼務)

依存症者
利用者 20
人年間延ベ

人数
4,101

カウンセリングスペース・や日
りぎ (福岡市補助事業)。 ひ
もり成人等の依存症に関す
ウンセリングや心理テスト
施、相談支援事業

囲間の
「制雨

|な し。週 4

1(水、木、
降、土)

こ
力
引
「
―

き

る

の

ジャバンマッ

ク福岡事務所

6人 依存症者 利用者 個
別カウセ リ
ング
年間延べ人
数 637人

24,680

依存症者回復支援センター エ
ル (休眠預金助成事業)。 触法
存症者の動機づけや回復支援
行う相談支援事業

―開間の制約
依|な し。週 6
を旧

|(月 ～土)

ジャパンマッ

ク福岡事務所

2人 刑務所出所
者等触法依
存症者

利用者 79
人 7,274

薬物依存症者に対する認知行
療法に基づくプログラム (S皿
P)を用いての回復支援事業。
岡県委託事業。

劇随時
団随時

月

主 として土

曜 日、 日曜
日

2人
(兼任 )

薬物依存症
の方 (規制
薬物使用初
回検挙者)

利用者 13
8 人年間
延べ人数 1,885

依存症等に

する調査研

研修事業

マックプログラムの整備・ :刻随時
施。職員研修。連続講座開催劇
ど。            |

|

事務局 ポ

イ

・
　

テ

ι
え

‐
　

■ヽ
”

員

ン
多

職
ラ
ア

依存症者、
関係者、市
民及び職員

依存症者、
関係者、市
民及び職員
多数

10,298

依存症者の回復 。自立を図る¬
ク・トフ
・カゥンセリンク

・
、個別指導、列

体訓練や諸作業、生活指導、冽
のミーティンク・への参加指導。職剤
復帰及び就職指導等の実施。  |
自立訓練 (生活訓練)事業  |

E[=~~~~~~~
困【,●

19時～ 17時
130分  (耐
煉期間おおむ

ね 6ヶ 月から

11年 6ヶ月)

みのわマック

(北 区 滝 野
川) 7人 依存症者 利用者 23

9人

年間延べ人

数

75,074

依存症者の回復 。自立を図るた
めのナイ トケア提供。
共同生活援助事業

原則 1年程

鷹入居

ステップハウ
ス (板橋区大

山)
5人

(兼務)

依存症者
利用者 12
5人

年間延べ人

数

51,078

主として女性の依存症者を対
としたミーティング、個別相談、
クリエーション (パ ッチヮー

など)、 就労機会の提供その他
プログラムの提供。 自立訓
(生活訓練)事業、就労継続
援B型事業

剣無休
И9時～ 17
ク時 30分

]

サポー トセン

ターオ'ハ ナ

(北 区滝 野

川)

8人 依存症者
利用者 17
1人

年間延べ人

数

63,424

リカバリー・ダイナミクスの引
ログラムによる12ステップの
実践方法の習得支援。自立訓欄
(生活訓練)事業。      |

月～土

9時～ 17
時  (訓 練
期間おおむ

ね 3ヶ 月か
ら1年

RDデイタア
センター (板

橋区板橋) 6人 依存症者
利用者 23
2人

年間延ぺ人

数

44,783

依存症者の回復 。自立を図るた1原則 1年程

婁雷菫

`贔
“

二重l。     1度入居
|

|

|

すた―と (川

崎市川崎区)
6人

(兼務)

広存症者
利用者 17
5人
年間延ぺ人

数

28,198

依存症者の回復・自立を図る、
ク・″フ
・
カゥンセリンク
・
、個別指導、身

体訓練や諸作業、生活指導、夜
のミーティンク・への参加指導。職場
復帰及び就職指導等の実施。
自立訓練 (生活訓練)事業

膿休

19時～ 17時
130分  (酬
腺期間おおむ

ね 6ヶ 月から

11年 6ヶ月)

川崎マ ックR

(川崎市川崎

区)

5人 依存症者
利用者 12
0人
年間延べ人

数

34,472



障害者総合支

援法に基づく

指定特定相談

支援事業・指
定一般相談支

援事業

フ・カゥンセリンク
・
、個別指導、身

練や諸作業、生活指導、夜の
ィンク
・への参加指導。職場復
び就職指導等の実施。
自立訓練 (生活訓練)事業、

者の回復・ 立 る、ク 無休   ‖ヒ九州ネクス
9時～ 171卜 (北九州市
時 30′斗」、倉区)
(訓練期間
おおむね 61

ヶ月から 11

年6ヶ月)|

4人
依存症者

利用者 17
7人年間延
べ人数 41,198

のナイ トケア提供。
同生活援助事業。

を図るの回 原則 1年
度入居

創クロップハウ
|ス (北 九州市

"ヽ

倉北区)

|

7人

(兼務)

依存症者 利用者 24
6人年間延
べ人数

42,161

・″プカゥンセリンタ・、個別指導、
訓練や諸作業、生活指導、
ミーティンク
・への参加指導。職

帰及び就職指導等の実施。
自立訓練 (生活訓練)事業、
訓練や諸作業、生活指導、
指導等の実施。

の回復・ を る

労継続支援B型

無休   |ジャパンマッ
9時～ 171ク 福岡

πゴ練%禽憎「量董響
おおむね 6躊 )
ヶ月から 11

年6ヶ月)|

20人 依存症者 利用者
延 703人
年間延べ人

数

150,448

のナイ トケア提供。
同生活援助事業。

立 を るの回復・ 原則 1年倒
度入居  |

ロイスふくお

か〈福岡市博

多区)

19人
(兼務) 依存症者 利用者 59

4人

年間延べ人
数

143,035

練及び支援。就労移行支援
、就労定着支援事業。

に ての 日 ～ +  |´
・
  ~       |

9時～ 17喘
(副練期間劇

おむね 3夕 月
|

から2年   |

ジャハンマッ

ク福岡就労支

援事業所 (福

岡市博多区吉

塚)

7人 広存症者
利用者 32
5人

年間延べ人

数

119,296

・たフ・カゥンセリンタ
・、個別指導、

訓練や諸作業、生活指導、
のミーティンタ

・への参加指導。職
帰及び就職指導等の実施。
自立訓練 (生活訓練)事業、

の 盤 株    |′```レ:‐        |
9時～ 171
時 30列
(訓練期間

おおむね 61

ヶ月か ら 11

年 6ヶ月)|

ジャパンマッ

ク長崎 (長崎

市

4人
依存症者 利用者

165人
44,88

の回復 。自立を
めのナイ トケア提供。
同生活援助事業。

る存症 3人制

|

原則 1年
度入居

ロイ ス長崎
(長崎市)

依存症者 利用者 50
人年間延ベ

人数

9,623

支
ビ
等
業

談

一
画
事

相
サ
計
援

の
祉
ス
支

障
サ
定

。の
特

施
め
定

実
た
指

の
の

。

業
用
成

め

ビ

ス

の
0人月 。木

14時～21時

火・金・土
10時～17時

トマック・ファ

|ミ リーエイ ド

|||)北

区 滝 野

依存症者及
びその家族

年度を通じ

事業体止

ハ
υ

と
業
用
成

復
事
利
作

回
援
ス
の

の
支
ビ
等

者
談

一
画

る
障
サ
定

図

。の
特

を
施
め
定

立
実
た
指

自
の
の

。事業

め

ビ

存
の
祉
ス

症
相
サ

月～金
8時 30
～ 17時

プラン・ マ ッ

ク (北九州市

」ヽ倉北区) 1人

依存症者及

びその家族
利用者 45
人

年間延べ人

数■

6,327

実
た
指

の
の

。

業
用
成

障
サ
定

。の
特

めの相 支援

計画等
援事業

の

の

め
定

祉サービス
ビ ス

月～金
8時 30分
～ 17時

|プランマック

幅岡 (福岡市

博多区吉塚)

1人
依存症者及

びその家族

利用者 35
人

年間延べ人

数■

4,800



障害者総合

支援法に基
づく地域活

動支援セン

ター事業

蘇仔症看の回復 。目立を図る、ク
・ルーフ・カウンセリング、個別指導、身
体訓練や諸作業、生活指導、夜
のミサィンク・への参加指導。

無休

9時～ 17
時30分

川 崎 マ ッ ク

(川崎市川崎

区)

3人

(兼務)

依存症者 年間 266
人年間延ベ

人数

22,230

広存症者の回復 。目立を図る、タ
・ルーフ
・
カゥンセリング、個別指導、身

雰弘与,声責海 ;鮮爵
導、夜

無休

9時～ 17
時 30分

北九州マック

(北九州市小

倉北区)

4人 依存症者 年間 685
人 24,816

介護保険法

に基づく訪

間看護事業

依存症等の疾病により姜介霞状
態になった場合においてもその
利用者が可能な限りその居宅に
おいて、その能力に応 じ自立し
た日常生活を営むことができる
よう、訪問看護ステーションを

誕晨学晟F正
な指定訪問看護を

週

所

緊

は

応|

5日 開
。ただし

急電話に

無体で対

ジャパンマ

ッ ク福 岡

(福岡市博

多区堅粕)

4 人
(看 護職
員 3人 、
事務員 1

人)

依存症者ほ

か要介護者

延人員

2607
人

35,993

介護保険法

に基づく介

護予防訪間

看護事業

広薇 等の疾属により要矩 状
態になつた場合においてもその
利用者が可能な限りその居宅に
おいて、その能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができる
よう、訪間看謹ステーションを
設置して適正な指定介護予防訪
問看護を提供する。

週 5日 開
所。ただし

緊急電話に

は無体で対

応。

ジャパンマ

ッ ク 福 岡

(福岡市博

多区堅粕)

4  人
(看 護職
員 3人 、
事務員 1

人)

依存症者ほ

か要介護者

0人 0

医療法に基
づく診療所

の設置運営

広存症その他の精神科疾患の治
療を求める患者に、法人内の他
事業のサービスの利用をも視野
に入れた効果的な医療措置を行
うことができるよう、精神科診
療所を開設して医療を提供する

週

所

1

分

5日 開
。 9時～
7時 30

ジャパンマ

ッ ク 福 岡

(福岡市東

区箱崎)

3 人
(医 師 1

人、看護
職 員 1
人、事務
員 1人 )

依存症者ほ

か精神疾患

患者 0人
0

社会福祉法

に基づく無

料低額宿泊

所の設置運

営

社会福祉法に基づく無料低額徊
泊所の設置運営

無休

9時～ 17
時 30分

長崎県長崎

市赤迫 2人
(兼務)

依存症者ほ

か精神疾患

患者 6人 5,649

住宅薇保要

配慮者に対

する賃貸住

宅の供給の

促進に関す

る法律に基
づく相談及

び家賃債務

の保証等の

業務

住宅確保要配慮者に対する賃貸
住宅の供給の促進に関する法律
に基づく住宅確保要配慮に対す
る相談及び家賃債務の保証等

無休

9時～ 17
時 30分

長崎県長崎

市赤迫 2人
(兼務)

依存症者ほ

か精神疾患

患者
0

児童福祉 法
に基づ く障
害児相 談支
援事業

曼曇殿
法に基づく障害児相談無休

9時～ 17
時 30分

長崎県長崎

市赤迫 2人
(兼務)

依存症のあ

る要保護児

童 4人 6,348

(2)その他の事業

事業名 事業内容 日時 場所 従事者人数 事業費
(千円)

該当なし。



資料1-2

書式第8号 (法第 10条・第25条関係)

定駄に記載さ

れた事業名

症

リ

テ

ン
設

存

の
リ

ヨ
の
営

依
等

ビ

シ
設

運

令和9年度事業計画書

令和 9年 4月 1日 から令和 10年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ジャパンマック

1 事業の成果

アルコール・薬物、ギャンプルなどの依存症 (以下「依存症」という。)に罹患した方等のリハビリテーションの
ための施設の運営、相談、生活支援事業、障害者福祉サービス事業、調査研究、研修、情報提供事業などを実施し、
依存症者の社会復帰・社会参加を促すとともに、仲間とともに自分らしく生活をしていくための支援を行う活動を展

開する。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【1,067,9321千円)

事 業 内 容 実 施
日 時

実 施
場 所

従事者
の人数

受益対象

者の範囲
受益対象

者の人数

事業費の

金額

(千円)

鮒

L
E

依存症者の回復と自立を図る福

祉ホーム事業の実施。住居の提

供、日常生活指導、住居者ミラィ

レク・の実施等 :東京都精神障害者
旧祉ホームA型事業

原則 1年程
度入居

ナイ トケアホ

ー ム ロイ ス

(都内。住所

非公開)

3人
依存症者 利用者 77

人

14,592

依存症者の回復と自立を図る宿

所提供事業の実施。住居の提

供、日常生活指導、住居者ミラィ

ンク・の実施等 :東京都保健福祉財

団障害者自立生活プログラム

原則 1年程
度入居
RDPな どの
プログラム

随時

ミニーレジデ

ンス (板橋区

大山東町、北

区東十条)

3人
依存症者 利用者 23

人年間述べ

人数

12,765

依存症者の回復と自立を図る宿
所提供事業の実施。住居の提
供、日常生活指導、住居者ミーティ
ンク・の実施等。東京保護観察所に

自立準備ホームとして登傷L

原則 1年程
度入居

ステップ ●ノ`

ウス (板橋区

中台)

2人

(兼務) 依存症者
利用者 10
人年間延ペ

人数

2,250

依存症者の回復と自立を図る宿
所提供事業の実施。住居の提
供、日常生活指導、住居者ミラィ
ンク・の実施等横浜保護観察所に自
立準備ホームとして登録。

原則 1年程
度入居

ホープ (川 崎

市区川崎区)
3人

(兼務) 依存症者

利用者 41
人

年間延べ人

数

2,120

依存症者の回復と自立を図る宿
所提供事業の実施。住居の提
供、日常生活指導、住居者ミラィ
ンク・の実施等

原則 1年程
度入居

北九州セカン

ドハ ウス (北

九州市小倉北

区)

3人

(兼務) 依存症者

利用者1人

年間延べ人

数

2,976

依存症者の回復と自立を図る宿
所提供事業の実施。住居の提
供、日常生活指導、住居者ミラィ
ンク・の実施等

原則 1年程
度入居

ジャパンマッ

ク福岡・セカ

ン ドハ ウス

(福 岡市博多

区)

5人

(兼務)

依存症者

利用者 41
4人

年間延べ人
数

31,200



等 の
談 、 生

支援事業

依存症等に

する日査研

研修事業

障害者総

合支援法
に基づく

障害者福

祉サービ

ス事業

存症者の回復と自立を図る
提供事業の実施。住居の
、日常生活指導、住居者ミラィ
ク・の実施等

原則 1年程
度入居

花丘ハ ウス。

松本邸 (長崎

市)

2人

(兼務)

依存症者
利用者 20
人年間延ベ

人数
4,101

りぎ (福岡市補助事業)。 ひきこ
もり成人等の依存症に関するカ
ウンセリングや心理テス トの

ウンセリン ス ペ ー ス・

、相談支援事業

期間の制約
なし。週 4
日
(水、本、
金、土)

ジャパンマン

ク福岡事務所

6人 依存症者 利用者 個
別カウセリ
ング
年間延べ人
数 637人

24,680

(休眠預金助成事業)。 触法
症者の動機づけや回復支援
う相談支援事業

回 センター エ 期間の制約
な し。週 6
日

(月 ～土 )

ジャパンマッ

ク福岡事務所

2人 刑務所出所
者等触法依
存症者

利用者 79
人 7,274

1,885
法に基づくプログラム (

)を用いての回復支援事業。

に る認

県委託事業。

随時
臨時

主として土

曜日、 日曜
日

2人
(兼任)

薬物依存症
の方 (規制
薬物使用初
回検挙者)

利用者 13
8 人年間
延ぺ人数

随時 事務局 ポ

イ
．　
テ
」以

員
ン
多

職

ラ

ア

依存症者、
関係者、市
民及び職員

依存症者、
関係者、市
民及び職員
多数

10,298
員研修。連続講座開催

ツ

ロ

ロク

職

ラムの

75,074

無休

9時～ 17時
30分  (翻
諫期間おおむ

ね 6ヶ 月から

1年 6ヶ月)

みのわマック

(北 区 滝 野
川) 7人 依存症者 利用者 23

9人

年間延べ人

数

゛
ルーフ
°
カゥンセリンク
・、個別指導、

訓練や諸作業、生活指導、
のミーティンク

・への参加指導。職
帰及び就職指導等の実施。
自立訓練 (生活訓練)事業

の 立を図

ステップハウ

ス (板橋区大

山)
5人

(兼彩り
依存症者

利用者 12
5人

年間延べ人

数

51,078のナイトケア提供。
同生活援助事業

を図るの回復・ 原則 1年程
度入居

8人 依存症者
利用者 17
1人

年間延べ人

数

63,424

無休
9時～ 17
時 30分

サポー トセン

ターオ・ハナ

(北 区滝野

川)

としたミーティング、個別相談、
クリエーション (パ ッチワーク
など)、 就労機会の提供その他
プログラムの提供。 自立訓
(生活訓練)事業、就労継続

して の

B型事業

44,783

RDデイクア
センター (板

橋区板橋) 6人 依存症者
利用者 23
2人

年間延べ人

数

ログラムによる12ステップ
践方法の習得支援。自立訓
(生活訓練)事業。

リカバリー・ イナミクスの 月～土

9時～ 17
時  (訓 練
期間おおむ

ね 3ヶ 月か

ら1年

依存症者
利用者 17
5人

年間延べ人

数

28,198

原則 1年程
度入居

すた―と (川

崎市川崎区)
6人

(兼務)

のナイトケア提供。
同生活援助事業。

の回

川崎マ ックR

(川崎市川崎

区)

5人 依存症者
利用者 12
0人

年間延べ人

数

34,472

・″フ・カゥンセリンク・、個別指導、
訓練や諸作業、生活指導、
ミーティンク
・への参加指導。職

帰及び就職指導等の実施。
自立訓練 (生活訓練)事

の 無休

9時～ 17時
30分 (馴

諫期間おおむ

ね 6ヶ 月から
1年 6ヶ月)



障害者総合支

援法に基づく

指定特定相談

支援事業・指

定一般相談支

援事業

フ・カゥンセリンク
・
、個別指導、身

練や諸作業、生活指導、夜の
ィンク・への参加指導。職場復
び就職指導等の実施。
自立訓練 (生活訓練)事業、

の 回 る、ク 無休   |
9時～ 171
時 30列
(訓練期間
おおむね 61

ヶ月から 11

年6ヶ 月)|

Hヒ九州ネクス
|卜 (北九州市

小倉区)
4人
依存症者

利用者 17
7人年間延
べ人数 41,198

7人

(兼務)

依存症者 利用者 24
6人年間延
べ人数

42,161
めのナイ トケア提供。
同生活援助事業。

図 るの回復・ 原則1年月
度入居  |

|ク ロップハウ

|ス (北 九州市

小倉北区)

無休   |ジ ャパンマッ

iξ
llli4〔

il[i警
おおむね 6躊 )
ヶ月から 11

年 6ヶ月)|

20人 依存症者 利用者
延 703人
年間延べ人

数

150,448

゛
ルーフ
・
カゥンセリンタ
・、個別指導、

訓練や諸作業、生活指導、
ミーティンク・への参加指導。職
帰及び就職指導等の実施。
自立訓練 (生活訓練)事業、
訓練や諸作業、生活指導、
指導等の実施。

をの回

支

19人
(兼務) 依存症者 利用者 59

4人

年間延ぺ人

数

143,035
めのナイ トケア提供。
同生活援助事業。

立を図るの回復・ 原則 1年程
度入居

|ロ イスふくお

|か (福 岡市博

1多区)

7人 依存症者
利用者 32
5人
年間延べ人

数

119,296
1練及び支援。就労移行支援
、就労定着支援事業。

に ての 月～土

9時～ 17
(訓練期間

おむね 3ヶ

から2年
|

|ジャパンマッ

|ク 福岡就労支

曖事業所 (福

膿F博
多区吉

任 株    |′``′
'‐
       |

9時～ 171
時 30列
(訓練期間|

おおむね 61

ヶ月から 11

年 6ヶ月)|

ジャパンマッ

ク長崎 (長崎

市

4人
依存症者 利用者

165人
44,838

゛
トフ
°
カゥンセリンク
・
、個別指導

訓練や諸作業、生活指導
のミーティンク

・への参加指導。
帰及び就職指導等の実施。
自立訓練 (生活訓練)事業、

の回 る

職

9,623劃

|

ロイ ス 長 崎

(長崎市)
原則 1年

度入居

3人 依存症者 利用者 50
人年間延ペ

人数

のナイ トケア提供。
同生活援助事業。

るの回

＾
Ｕ

月・木
14時～21時

k′ ック・ ファ

|ミ リーエイ ド

|||)北

区 滝 野

火・金・土
10時～17時

0人

依存症者及
びその家族

年度を通 じ

事業休上

用
成

め

ビ

の 相
Ｌ
上
カ
リ サ
ス

支

計
援

作
事業

支
ピ
等
一
画
ス

の

実
た
指

の

の

。

障
サ
定

。の
特
め
定

6,327

月～金
8時 30
～ 17時

|プラン・ マッ

|ク (北 九州市

レ」ヽ倉北区) 1人

依存症者及

びその家族
利用者 45
人

年間延べ人

数

ビ
等
・業

一
画
事

サ
計
援

祉
ス
支

め

ビ

の相 支

作

め
定

。の
特
サ
定

ス

の

実
た
指

の
の

。

業
用
成

4,800

月～金   |
8時 30列
～ 17時  |

プラン・マッ

ク福岡 (福 岡

市 博 多 区 吉

塚)

1人
依存症者及
びその家族

利用者 45
人

年間延べ人

数

相
サ
計
援

の
祉
ス
支

支
ビ
等
業

一
面
事

ビ

実
た
指

の
の
　
。

業
用
成

障
サ
定

。の
特
め
定

ス

の



障害者総合

支援法に基
づく地域活
動支援セン

ター事業

護保険法

基づく訪

看護事業

に

依存症者の回復・目立を図る、ク°
ルーフ・カゥンセリンク

・
、 個別指ヨ事、 身

痣]喝t声女房蓼;編虜
導、夜

無休

9時～ 17
時 30分

川崎 マ ッ ク

(川崎市川崎

区)

3人

(兼務)

隊存症者 年間 266
人年間延ペ

人数

22,230

「

存症者の回復・目立を図る、ク
・ルーフ・カゥンセリンク

・
、 個別指コ諄、 チを'

体訓練や諸作業、生活指導、夜
のミ■ィングヘの参加指導。

無休

9時～ 17
時 30分

北九州マック

(北九州市」ヽ

倉北区)

4人 依存症者 年間 685
人 24,816

広存症等の疾層により要介融状
態になった場合においてもその
利用者が可能な限 りその居宅に
おいて、その能力に応 じ自立 し
た日常生活を営むことができる
よう、訪問看護ステーションを
設置して適正な指定訪問看護を
提供する。

週 5日 開
所。ただ し

緊急電話に

は無体で対

応。

ジャパンマ

ッ ク 福 岡

(福岡市博

多区堅粕)

4  人
(看 護職
員 3人 、
事務員 1
人)

依存症者ほ

か要介護者

延人員

2607
人

35,993

介護保険法

に基づく介

護予防訪問

看護事業

依仔症等の疾病により要介護状
態になった場合においてもその
利用者が可能な限りその居宅に
おいて、その能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができる
よう、訪間看護ステーションを
設置して適正な指定介護予防訪
間看護を提供する。

週 5日 閉
所。ただし

緊急電話に

は無体で対

応。

ジャパンマ

ッ ク 福 岡

(福岡市博

多区堅粕)

4 人
(看 護 職
員 3人 、
事務 員 1

人)

餃存症者ほ

か要介護者

0人 0

社会福祉法

に基づく無

科低額宿泊

所の設置運

営

社会福祉法に基づ く無科低額宿
泊所の設置運営

無休

9時～ 17
時30分

長崎県長崎

市赤迫 2人
(兼務)

依存症者ほ

か精神疾患

患者 6人 5,649

住宅確保要

配慮者に対

する賃貸住

宅の供給の

促進に関す
る法律に基
づく相談及

び家賃債務
の保肛等の

業務

住宅確保要配患者に対する賃貸
住宅の供給の促進に関する法律
に基づく住宅確保要配慮に対す
る相談及び家賃債務の保証等

無休

9時～ 17
時 30分

長崎県長崎
市赤迫 2人

(兼務)

依存症者ほ

か精神疾息

患者
0

児童福祉 法
に基づ く障
害児相談 支
援事業

曼騒[業
法に基づ く障害児相談無休

9時～ 17
時 30分

長崎県長崎

市赤迫 2人
(兼務)

依存症のあ

る要保護児

童 4人 6,348

(2)その他の事業

事業名 事業内容 日時 場所 従事者人数
事業費
(千円)

該当なし。



□置二三二二]書式第9=(法第 10条・第25条関係)

令和 8年度 活動予算書 (その他事業がA上場合)
"壼
夕雪刊港●忠人 ジャ′`ンマック

C鴫′■■濾合支■とに工づく指定|1定
"瞑
女●●実嗜2-最線餞■,事彙収盤

C,暉奮■0合支崚む|ここづくた崚活動責蟷センター●彙収益
0介:1保検法に羞づく訪岡■餞

`桑
収●

0介崚
=崚
法に奉づく介饉予防

=1国=崚
事業収益

0社会饉■注 羞つく無科低颯なお所の設口運営

Ct宅●保姜配●なにヽ 十ろ賛
'住
宅のよ檜の促

'3に
関すると伸に基づ

く神餃Aび家貸使務の保肛■の食事

97'.367.0001

12.5∞.0∞
|

|'・ l∞ .0∞
|

46.∞0.0∞
|

ol

C■存建者ヽ のソ′ヽビリテーンョン鮨置′漱饉運苦収益
0蘇●痙者●の相談.生活夫■,■収益
0依存擢年|〔関する●

=研
究.研修事業収笙

5 ta嗜 ●1■●
受取利t
国●売上収入
確収入その位の収益 い 壼奎等 )

3Ю.0(Ю I

4.9∞.0∞ |

S.,70.00C

110'603000

綸■1手 ヽ

相談員●奎

作業■■

通動費

法定極Ⅲl費

“

●38,0∞

72.302.000

"甘
枷

"蔵仕 入 萬
諄■●m高
彙0■κ,
第ニオF嬌贅日
,―ス●
印刷襲本晏
図■,
会 ぬ '
■所者檜助
漱彙交通贅
広告費
車 両 オ
適

"瀑
燎費

消籠昴 賽

` 
嗜 贅
行事晏
木違光熱賽
え代 =賃
■ 僣 ,
修僣硼立奎彙入

載労支薇鷹,,■
■労支援その他饉費
薇●●コ晏
保 険 ●
議 会 賽
建饉 公晨
輌●●究史
支払手欧料
支払01硼
女●■1忠
自立支■■
e,(晨込■麟■)

300.000

ム

“

4.0∞

1“.0∞

11.`66.000

2.370.000

5.229.0∞
|

9,0000

1.396.00()

法だ福,1費

福利けな贅

(1)人,R
綸与 3.∞0.0∞

H`0∞
`0∞
鉤QO∞

140Ю .∝Ю

ツースヽ
印刷製本費
会

“

姜
新働國●,
誅,■■■
通情運饉■
沼κ島,
●■,
水選光お,
地代素彙
広■,
保薇●

議会,
■弔,
こ菫公曖 (消費崚含む)
支払手t料
支

“

■日

支払和忠

穣費 (11込 手漱料)

鑑Ю.O001

10.0∞
|

い .0∞
|

2い.0∞
|

`.0∞
.0∞

|

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

鰤

ｎ

鰤

囲

鰤

珈

獅
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当 躙 エ ● 臓 晨 ■ ニ ■ 11+2 90161
30 064 400

342 281 3∞

:96 3''
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l-4 薔式第 9号 (法第 1(,条・第25条関係)

令和 9年度 活動予算書 (その他事業が」」と場合)
ジャバンマ ク

.■取魏詢金

餞 者鯰合女晨とに工づ

“

定

"筵
お疑支彙事実・■t―最相餃文薔●集収螢

0韓費者総合支曖法に■づく地域活動
=授
センター▼t収基

●介崚保腱法にこづく訪間を饉事棄収益
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